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議案第４号

　　款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　　令和２年２月１０日提出

　及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

大阪府後期高齢者医療広域連合長　　野田　義和

　（一時借入金）

　（歳出予算の流用）

（1） ２款　保険給付費の各項に計上した経費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

　70,000,000千円と定める。

第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

　することができる場合は、次のとおりと定める。

令和２年度大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算

　令和２年度大阪府後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,197,228,518千円と定める。

　２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）
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　歳　入

金 額

千円

223,065,176

1 市 町 村 負 担 金 223,065,176

375,117,116

1 国 庫 負 担 金 285,226,206

2 国 庫 補 助 金 89,890,910

99,199,190

1 府 負 担 金 99,199,190

489,300,825

1 支 払 基 金 交 付 金 489,300,825

490,315

1
特 別 高 額 医 療 費
共 同 事 業 交 付 金

490,315

2,800

1 財 産 運 用 収 入 2,800

1

1 寄 附 金 1

8,500,000

1 基 金 繰 入 金 8,500,000

100

1 繰 越 金 100

1,552,995

1 預 金 利 子 2,500

2 雑 入 1,550,495

1,197,228,518

6 財 産 収 入

7 寄 附 金

府 支 出 金3

10 諸 収 入

支 払 基 金 交 付 金4

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

1 市 町 村 支 出 金

項

繰 越 金

8 繰 入 金

9

款

歳 入 合 計

5
特 別 高 額 医 療 費
共 同 事 業 交 付 金

2 国 庫 支 出 金
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　歳　出

金 額

千円

2,765,126

1 総 務 管 理 費 2,765,126

1,189,192,297

1 療 養 諸 費 1,131,846,304

2 高 額 療 養 諸 費 54,040,893

3 そ の 他 医 療 給 付 費 3,305,100

490,911

1
特 別 高 額 医 療 費
共 同 事 業 拠 出 金

490,911

4,151,900

1 健 康 保 持 増 進 事 業 費 4,151,900

612,084

1 基 金 積 立 金 612,084

1,200

1 償還金及び還付加算金等 1,200

15,000

1 予 備 費 15,000

1,197,228,518

 

7 予 備 費

4

基 金 積 立 金

6 諸 支 出 金

歳 出 合 計

特 別 高 額 医 療 費
共 同 事 業 拠 出 金

項

3

2 保 険 給 付 費

保 健 事 業 費

5

1 総 務 費

款

3



事 項 期 間 限 度 額

令和２年度 千円

～ 1,338
令和３年度
令和２年度

～ 913
令和３年度
令和２年度

～ 63,401
令和３年度
令和２年度

～ 8,231
令和３年度

健 康 診 査 受 診 票 兼 結 果 票 及 び
歯 科 健 康 診 査 受 診 票
印 刷 及 び 配 送 業 務

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為

被 保 険 者 証
封 入 封 緘 業 務

高 額 介 護 合 算
療 養 費 勧 奨 業 務

健 康 診 査 受 診 券 及 び
歯 科 健 康 診 査 案 内 に 係 る
印 刷 及 び 封 入 封 緘 業 務
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